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ステップ３ 

災害リスクの高い区域の整理 

・急傾斜地崩壊危険区域は、市街化区域内に３箇所存在するが、安全対策が実施済みであること

から区域に含める 

・津波浸水想定区域は、過去最大クラスの浸水想定範囲を基準とした上で、「地震・津波被害の低

減に向けた都市計画指針（三重県）」の木造建築物における検討方針に基づき、浸水深２ｍ以上
※となる区域については、居住誘導区域に含めない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （詳細な区域の設定） 

・津波の浸水深２ｍ以上となる浸水想定区域を対象とし、近接する道路や鉄道などの地形地物

を西端の区域境界として設定し、そこから海側（河川が近辺にある場合は河川についても配

慮）は居住誘導区域に含めないこととする。ただし、以下の場合は浸水想定区域の対象とし

ない。 

①現況が水路や水面であることによる浸水想定区域 

②浸水深が２ｍを超える区域のうち一団で 1,000 ㎡未満の箇所 

③浸水深が２ｍを超える区域で 1,000 ㎡以上の箇所であっても、周囲（おおむね 100ｍ）に

同規模の浸水想定区域がない場合 

 

・その他、土砂災害特別警戒区域、津波災害特別警戒区域及び地すべり防止区域については、新

たな指定状況に注視し、指定区域に応じて居住誘導区域をおおむね５年ごとに見直す 

資料：三重県地震･津波被害の低減に向けた都市計画指針 

ステップ３ 

災害リスクの高い区域の整理 

・急傾斜地崩壊危険区域は、市街化区域内に３箇所存在するが、安全対策が実施済みであること

から区域に含める 

・土砂災害特別警戒区域は居住誘導区域に含めない 

・津波浸水想定区域は、過去最大クラスの浸水想定範囲を基準とした上で、「地震・津波被害の低

減に向けた都市計画指針（三重県）」の木造建築物における検討方針に基づき、浸水深２ｍ以上
※となる区域については、居住誘導区域に含めない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （詳細な区域の設定） 

・津波の浸水深２ｍ以上となる浸水想定区域を対象とし、近接する道路や鉄道などの地形地物

を西端の区域境界として設定し、そこから海側（河川が近辺にある場合は河川についても配

慮）は居住誘導区域に含めないこととする。ただし、以下の場合は浸水想定区域の対象とし

ない。 

①現況が水路や水面であることによる浸水想定区域 

②浸水深が２ｍを超える区域のうち一団で 1,000 ㎡未満の箇所 

③浸水深が２ｍを超える区域で 1,000 ㎡以上の箇所であっても、周囲（おおむね 100ｍ）に

同規模の浸水想定区域がない場合 

 

・その他、津波災害特別警戒区域については、新たな指定状況に注視し、指定区域に応じて居住

誘導区域をおおむね５年ごとに見直す 

 

※土砂災害特別警戒区域及び地すべり防止区域が新たに指定された場合は居住誘導区域に含めな

いものとする 

資料：三重県地震･津波被害の低減に向けた都市計画指針 
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※上図は令和 3 年 7 月時点の土砂災害特別警戒区域除外後 

都市機能誘導区域及び居住誘導区域【全体図】 都市機能誘導区域及び居住誘導区域【全体図】 


